
Global Mobility Services bulletin
October 2025

インドネシアにおける自動的情報交換（AEOI）の拡大
および新規定施行による国際的な税務透明性の強化
租税総局（DGT）は、租税総局告示2025年第1号 
(Announcement No.PENG-1/PJ.2025) において、
自動的情報交換（AEOI）における参加国・地域の
一覧を公表した。それによると、現在115の国と地
域が、OECD（経済協力開発機構）の共通報告基準
（CRS）のもとで、AEOIに積極的に参加している。

租税総局は、国際的な税務面での協力を一層強化す
るため、租税総局長令2025年第10号（PER-10/
PJ/2025）を2025年5月22日に施行した。この規
定は、国際協定に基づく情報交換の実施を定めるも
のであり、国境を超えた税務コンプライアンスの向
上と脱税防止に向けた重要な一歩となる。

当該規定は、これまでの4つの規定を統合・廃止し、
あらゆる類型の税務情報交換を包括的に規定する統
一的な法的枠組みを確立している。

これらの動きは、税務透明性に関する国際基準との
整合を図り、国際税務コミュニティにおけるインド
ネシアの存在感を高めようとする姿勢の現れであ
る。

PER-10により、DGTには以下の情報へのアクセスが
認められている。

a.	納税者の申告情報

b.	政府機関・公的機関・業界団体・その他の民間事
業者等から提供される情報

c.	 金融サービス機関およびその他の金融関連機関か
ら提供される、納税者の金融情報を含む情報

d.	法令に基づき取得が認められるその他の情報

今回の改正の新たなポイントは？
インドネシアの相互的税務情報交換は、国際的に認
められた下記の3つの方式に従って行われる。

1.	自動的情報交換（AEOI）

自動的情報交換（AEOI）とは、各国の税務当局
間で、体系的かつ定期的・継続的に税務関連情報
を送受信する仕組みのことである。この情報交換
は、協定相手国の権限を有する担当官を通じて実
施される。

a.	 源泉徴収に関する情報

•	インドネシアにおいて源泉徴収された所得
税のうち、協定相手国の居住者に支払われ
た所得に係るもの

•	インドネシアの納税者が協定相手国におい
て得た所得およびその源泉徴収税額に関す
る情報

b.	 その他の税務関連情報

•	DGTのシステムに記録された税務関連デー
タ

•	協定相手国の税務当局から提供されたデー
タ

2.	要請に基づく情報交換（EOIR）

この仕組みは、協定相手国からの正式な要請に基づ
き、DGTが必要な情報を交換する形態である。交換
対象となる情報は以下のとおりである。

•	身元や所有関係に関する情報（マネーロンダリ
ング防止・テロ資金供与防止法に定義される実
質的支配者に関する情報を含む）

•	会計帳簿

•	銀行取引データ

•	税務申告・納税に関する記録

•	その他の関連する財務情報
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要請された情報がDGTのシステムに存在しない場
合、金融機関・納税者・その他の関係者への直接
照会や税務調査を通じて情報が入手される。

3.	自発的情報交換（SEOI）

自発的情報交換（SEOI）は、必要に応じてDGT
の判断で開始される情報交換の仕組みである。こ
の方法では、協定相手国の税務当局に対して税務
関連情報を自主的に交換することができる。通常
はその情報が相手国に関連すると判断される場合
に行われる。SEOIは状況に応じて柔軟に実施さ
れる個別の情報交換であり、交換対象となる情報
は以下のとおりである。

•	インドネシアの納税者と協定相手国の納税者と
の取引または活動に関する情報

•	双方の国における国内税制やその運用状況に関
する最新情報

•	双方の国における税務調査や徴収などの税務行
政に役立つその他の関連情報

運営面の強化 

PER-10では、国際的な情報交換の円滑化と制度運営
の強化を目的として、以下の行政協力の仕組みを導
入している。

•	 税務当局間の会合：国際協定に基づく情報交換の
運用を調整するため、対面またはオンラインで開
催される。

•	 国外税務調査への参加：DGT職員が協定相手国で
行われる税務調査に参加できるほか、相手国の税
務職員がインドネシアでの調査に参加することも
できる。

•	 同時税務調査：インドネシアおよび協定相手国の
税務当局が、関連する納税者を対象に同時に調査
を実施する仕組みである。

すべての情報交換は、暗号化された安全な通信手段
または認証済みチャネルを通じて行われ、DGTの統
合システムを利用することが求められている。

今回の改正が重要となるのはなぜか？
国外取引を行う納税者への影響

PER-10/PJ/2025の施行は、共通報告基準
（CRS）の枠組みとあわせて、国境を超えた取引に
関与する法人および個人に対する監視と情報透明性
の強化を意味している。主な影響は以下のとおりで
ある。

•	 インドネシアと国外の税務申告内容の整合性が求
められるようになる

•	 税務調査に備えた文書や説明の強化が重要となる

•	 国際協定に基づく報告義務が拡大する

現時点で、インドネシアには信託の取扱いを明確に
定めた規定は、税務特赦法(Tax Amnesty Law)に基
づくものしか存在しない。このため、今後、取扱い
が注目される論点の一つとして、ファミリートラス
トにおいて、これまで「委託者/受託者の子孫」など
の包括的表現で記載されていた受益者を全員具体的
に特定し、信託契約の内容や資産をDGTに開示する
必要があるかどうかが挙げられる。当規定により、
受益者をより明確に記載することが求められる方向
に進む可能性があり、信託や財団に対して、より厳
格な監視や報告義務が課される懸念が生じている。

これらの動向を踏まえ、納税者は取引銀行や金融機
関に自身の資産構造や取引スキームが新たな報告義
務によりどのような影響を受けるかを理解し、法令
を遵守することが重要である。新制度の下では、最
新情報の把握と正確な記録の維持が不可欠となる。

AEOIは回避することはできない。今後、DGTは
AEOIを通じて取得したデータとコアタックスシステ
ム（CTAS）上の申告情報を照合し、不明点につい
ての納税者への問い合わせが増えることが見込まれ

1.	租税総局（ＤＧＴ）告示2025年第1号　（No. PENG-1/PJ/2025）2025年度自動的情報交
換（AEOI）参加国および報告対象国の一覧

2.	租税総局長令2025年第10号　（PER 10/PJ/2025）国際協定に基づく情報交換の実施規定
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